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食肉処理高度化緊急特別対策事業 

 

令和８年１月２６日付け７農畜機第６５９２号 

 

近年、食肉処理施設の老朽化・稼働率の低下が課題となる中、食肉等の高度な

衛生管理体制の整備等を促進し食肉流通の円滑化を図る必要がある。 

このため、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、食肉処

理施設において必要不可欠な浄化槽・冷蔵設備等を整備・改修する事業に対し、

独立行政法人農畜産業振興機構法（平成１４年法律第１２６号）第１０条第２号

の規定に基づき補助することとし、もって我が国の畜産の健全な発展に資するも

のとする。 

この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号）、「畜産業振興事業の実施について」（平成１５年１０月１日付け１５農畜機第

４８号－１）及び「畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措置について」（平成

２６年３月３１日付け２５農畜機第５３７６号）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 

第１ 事業実施主体 

 この事業の事業実施主体は、次の１から７までのいずれかであることとす

る。 

１ 農業協同組合 

２ 農業協同組合連合会 

３ 中小企業等協同組合 

４ 協業組合であって、中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第

１８５号）第５条に規定する中小企業者のみを組合員としているもの 

５ 一般社団法人又は一般財団法人 

６ 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であっ

て、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体又は機構がその発行

済株式のうち議決権のある株式の総数の過半数を所有しているもの 

７ 次に掲げる団体 

（１）消費生活協同組合 

（２）消費生活協同組合連合会 

（３）一般消費者が直接又は間接の構成員となっている団体であって、その規

約が次に掲げる事項の全てに該当し、かつ、その事業活動が相当の期間継
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続して行われているもの 

ア 直接又は間接の構成員たる一般消費者の生活の文化的経済的改善向

上に資する旨を目的としていること。 

イ 代表者及び代表権の範囲並びに代表者の選任の手続を明らかにして

いること。 

ウ 意思決定の機関について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加

を不当に差別していないこと。 

エ 構成員たる資格について定めがあり、構成員の加入及び脱退が原則と

して自由であること。 

オ 原則として都道府県の区域又はこれを越える地域をその区域として

いること。 

カ 財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること。 

 

第２ 事業の内容 

 この事業は、既設の肉畜のと畜解体から部分肉加工まで一貫して処理を行

う食肉処理施設（以下「産地食肉センター」という。）における食肉等の高度

な衛生管理体制の整備等の促進として、２以上の産地食肉センター等で集荷、

販売、流通又は人材育成等に関する連携計画を策定した場合に、施設に必要

不可欠な浄化槽・冷蔵設備等を整備・改修する事業とする。 

 

第３ 採択基準 

 この事業は、次の１から７までの要件の全てに適合するものであることと

する。 

１ 事業実施主体は、施設の生産性の向上や衛生面の改善を図るため、経営の

異なる２以上の産地食肉センター等で集荷、販売、流通又は人材育成等に関

する連携を図る連携計画を策定していること。 

２ 事業実施主体が、食肉の流通合理化に係る都道府県計画に基づき、食肉処

理施設を整備しようとするものであること。 

３ 事業実施主体が、施設の整備について、２の計画に基づく整備計画を作成

し、都道府県知事による承認を受けていること。 

４ 施設の１日当たりの処理能力（増設の場合にあっては、増設の結果として

の処理能力）が、おおむね肥育豚換算５００頭以上の規模であること。 

５ 施設が当該地域における肉畜、食肉等の集出荷体制の一体的な組織化に資

するものであること。 

６ 施設を継続して利用できると認められる数量の肉畜、食肉等の生産及び流

通があること。 

７ 食肉の効率的な出荷が可能で、出荷形態は主として部分肉又は部分肉以上
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に加工度の高い製品であること。 

 

第４ 補助対象施設等 

 この事業の補助対象となる施設等及び設置基準は、別表１に掲げるとおり

とする。 

 

第５ 補助対象経費等 

 この事業の補助対象経費及び補助率は、別表２に掲げるとおりとする。 

 

第６ 事業の実施 

１ 事業実施計画 

（１）事業実施計画の作成 

ア 事業実施主体は、この事業の実施に当たっては、別紙様式第１号の食

肉処理高度化緊急特別対策事業実施計画承認申請書を作成の上、独立行

政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）に提出し、そ

の承認を受けるものとする。 

この場合において、事業実施主体は、あらかじめ当該事業実施計画を

都道府県知事に協議するものとする。 

イ 都道府県知事は、アの協議を受けた場合には、速やかに地方農政局長

（北海道にあっては農林水産省畜産局長、沖縄県にあっては沖縄総合事

務局長）に意見を求めるものとする。 

（２）事業実施計画の変更 

事業実施主体は、事業実施計画が承認された後、次に掲げる変更をしよ

うとする場合は、あらかじめ別紙様式第２号の食肉処理高度化緊急特別対

策事業実施計画変更承認申請書を作成の上、理事長に提出し、その承認を

受けるものとする。この場合には、（１）の規定を準用する。 

ア 事業の中止又は廃止 

イ 事業費の３０パ－セントを超える増減 

ウ 補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

エ 設置場所の変更 

２ 事業実施期間 

この事業の実施期間は、令和８年度とする。 

３ 留意事項 

（１）事業実施主体は、この事業の実施に当たり、次のアからキまでの事項に

留意するものとする。 

ア 施設の設置及び運営に必要な資金の調達を図ること。 

イ 施設の運営及び管理に当たる専従責任者を設置すること。 
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ウ 整備内容が事業（業務）計画及び財務状況に見合った適切な規模のも

のとすること。 

エ 施設の運営について適正な業務執行体制の整備を図ること。 

オ 施設を効率的に運営するために必要な集荷量を安定的に確保するこ

と。 

カ 出荷形態を主として部分肉又は部分肉以上に加工度の高い製品とす

ること。 

キ 肉畜及び食肉の処理については、自動コンベア等によるオンレール方

式を採用すること。 

（２）第３の４の肥育豚換算については、肥育豚１頭を基準として牛及び馬１

頭につき４．０頭、豚、めん羊及び山羊１頭につき１．０頭の換算係数に

より算定するものとする。 

（３）事業実施主体は、「補助事業及び物品・役務の調達（委託事業を含む）に

おける環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）の試行実施につい

て」（令和７年１２月２６日付け７環バ第３５５号農林水産省大臣官房環境

バイオマス政策課長通知）に基づき、１の（１）のアの事業実施計画承認

申請時に当該通知別添の「『みどりチェック』チェックシート」に記載され

た各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、機

構に提出するものとする。 

 また、第８の５の実績報告時には、当該「みどりチェック」チェックシ

ートに記載された各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチ

ェックし、これを機構に提出するものとする。 

（４）事業実施主体は、本事業の補助対象経費について、同一年度に食肉流通

施設等設備改善支援事業（平成２３年４月１日付け２２農畜機第４３７２

号）による補助を受けることができないものとする。 

４ 事業の推進指導等 

（１）事業実施主体は、農林水産省及び機構の指導の下、都道府県、関係機関、

関係団体等との連携に努め、この事業の適正かつ円滑な実施を図るものと

する。 

（２）都道府県知事は、この事業の適正かつ円滑な実施を図るため、この事業

の趣旨、内容等の周知徹底に努めるとともに、関係団体等に対する指導及

び監督を行うものとする。 

 

第７ 機構の補助 

 機構は、予算の範囲内において、別表２に定めるところにより、事業実施

主体が事業を実施するのに要する経費につき補助するものとする。 
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第８ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとする場合は、理事長が別に定

める期日までに、別紙様式第３号の食肉処理高度化緊急特別対策事業補助金

交付申請書（以下「補助金交付申請書」という。）を理事長に提出するものと

する。 

２ 事業の変更承認申請 

 事業実施主体は、補助金交付決定のあった後において、次に掲げる変更を

しようとする場合は、あらかじめ別紙様式第４号の食肉処理高度化緊急特別

対策事業補助金交付変更承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けるも

のとする。なお、業務方法書第８０条第１項第１号イ及びロの理事長が別に

定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費の３０パ－セントを超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

（４）設置場所の変更 

３ 事業遂行状況等の報告 

（１）事業遂行状況の報告 

 事業実施主体は、この事業の遂行状況に関し、補助金の交付の決定があ

った年度の１２月３１日現在において、別紙様式第５号の食肉処理高度化

緊急特別対策事業遂行状況報告書を当該年度の１月３１日までに理事長

に提出するものとする。 

 ただし、４の規定による食肉処理高度化緊急特別対策事業補助金概算払

請求書の提出をもってこれに代えることができるものとする。 

（２）１２月３１日までに事業が完了するとき又は補助金の交付決定があった

日が１２月３１日以降のときは、（１）の定めにかかわらず、事業実施主体

は、５の規定による食肉処理高度化緊急特別対策事業実績報告書の提出を

もって事業遂行状況の報告に代えることができるものとする。 

（３）事業不完了等の報告 

 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が

困難となった場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受け

るものとする。 

４ 補助金の概算払 

（１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると認めた場合

は、出来高に応じて、補助金の概算払をすることができるものとする。 

（２）事業実施主体は、補助金の概算払請求をしようとする場合には、別紙様

式第６号の食肉処理高度化緊急特別対策事業補助金概算払請求書を理事長
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に提出するものとする。 

５ 実績報告 

 事業実施主体は、事業を完了した日から起算して１か月を経過した日又は

補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い期

日までに別紙様式第７号の食肉処理高度化緊急特別対策事業実績報告書（以

下「実績報告書」という。）を理事長及び都道府県知事に提出するものとする。 

６ 消費税及び地方消費税の取扱い 

（１）事業実施主体は、機構に対して補助金交付申請書を提出するに当たり、

当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費

税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

同じ。）がある場合には、これを当該補助金の交付申請額から減額して申請

しなければならない。 

 ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（２）事業実施主体は、（１）のただし書により申請をした場合において、実績

報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなけれ

ばならない。 

（３）事業実施主体は、（１）のただし書により申請をした場合において、実績

報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別紙様式第

８号の食肉処理高度化緊急特別対策事業に係る仕入れに係る消費税等相当

額報告書を速やかに理事長に提出するとともに、その金額（２の規定に基

づき減額した場合は、その減じた金額を上回る部分の金額）を機構に返還

しなければならない。 

 また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならな

い場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金適正化法第

１５条の補助金の額の確定通知のあった日の翌年６月３０日までに、同様

式により理事長に報告しなければならない。 

 

第９ 施設の管理運営 

 事業実施主体は、管理運営規程を定めることにより、この事業によって整

備された施設を事業実施計画に従って適正に管理運営するものとする。 

 



7 

 

第１０ 報告 

 事業実施主体は、この事業によって整備が完了した年度の翌年度から起算

して５年間は、毎年度、別紙様式第９号の食肉処理高度化緊急特別対策事業

運営状況報告書を６月３０日までに都道府県知事及び理事長に報告するもの

とする。 

 

第１１ 提出書類の都道府県の経由 

 この要綱の規定により、事業実施主体が、理事長に提出する書類は都道府

県知事を経由するものとする。 

 

第１２ 帳簿等の整備保管等 

１ 事業実施主体は、この事業に係る経理については他と区分し適正に行うと

ともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するもの

とし、その保存期間は、事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間と

する。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間

（独立行政法人農畜産業振興機構の実施する補助事業により取得した財産の

処分制限期間（平成１６年４月８日付け１６農畜機第１２３号）に定める処

分制限期間をいう。）を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係

書類を整備保管するものとする。 

２ １に基づき作成、整備及び保管をすべき帳簿、台帳及び関係書類のうち、

電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によるこ

とができる。 

３ 理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施及び実績につい

て必要に応じ、事業実施主体に対し調査し、又は報告を求めることができる

ものとする。 

 

第１３ その他 

この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項について

は、理事長が別に定めるところによる。 

 

附 則（令和８年１月２６日付け７農畜機第６５９２号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１ 

補助対象施設等 設置基準 
 次に掲げる（１）から（９）ま
で及び（１７）のア及びイについ
ては、と畜場法施行令（昭和２８
年政令第２１６号。同施行令第１
条第１１号の規定に基づき都道
府県（保健所を設置する市にあっ
ては市）が定めた条例を含む。）、
と畜場法施行規則（昭和２８年厚
生省令第４４号）、食品、添加物
等の規格基準（昭和３４年１２月
２８日付け厚生省告示第３７０
号）のうち食肉等に係る保存基準
等、厚生省生活衛生局長通知（平
成９年３月３１日付け衛乳第 
１０４号）、厚生省生活衛生局乳
肉衛生課長通知（平成６年６月 
２３日付け衛乳第９７号）等を遵
守するために食肉衛生検査所等
が事業実施主体に文書で改善又
は新設を指導した施設等に限る
ものとする。 
 
 
（１）係留施設 
 
（２）と畜解体施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）懸肉室 
 
 
 
 
 
（４）冷却冷蔵冷凍施設 

設置しようとする補助対象施設等は、おおむね次の基準
を満たすこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
係留所（隔離室を含む。）、生体検査所及びと畜場への誘

導路を有すること。 
ア 効率的かつ衛生的にと畜解体を行うことができる
近代的な装置を有し、その施設について、と畜場法（昭
和２８年法律第１１４号）第４条第１項の規定により
都道府県知事等が許可し、又は許可する見込みのもの
であること。 

イ 肉畜のと畜解体処理能力が、おおむね１日当たり肥
育豚換算５００頭以上であること。 

ウ と室、と畜検査室、病畜と室、消毒所、内臓処理室、
原皮処理室その他の必要な施設を有すること。 

エ 病畜と室にあっては、病畜以外の肉畜のと室と物理
的に遮断され、かつ、処理能力が当該施設の処理能力
の１０分の１以下であること。 

 ア と畜解体処理能力に見合った枝肉の懸吊装置を備
え、かつ、枝肉等のと畜解体室、冷蔵室等への搬出入
が効率的であること。 

 イ 取引室を設ける場合は、枝肉の取引に必要な適度の
面積を有し、枝肉の冷蔵室等への搬出入が効率的であ
ること。 

全部又は一部に枝肉の急速冷却能力（牛及び馬の枝肉に
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補助対象施設等 設置基準 
 
 
 
 
 
 
（５）部分肉処理加工施設 
 
 
（６）ボイル室 
 
（７）畜産副産物処理施設 
 
（８）包装室 
 
（９）原料･製品保管室 
 

（10）車両消毒施設 
 
（11）汚物等処理施設 
 
（12）汚水処理施設（浄化槽等） 
 
 
 

（13）給水施設 
（14）電源施設 
（15）焼却施設 
 

（16）畜産副産物分別処理施設 
 
（17）機械器具等 
ア 係留施設用機械器具 
 
イ と畜解体用機械器具 

 
 
 
 
 
 
 
ウ 部分肉等処理加工用機械
器具 

 

あっては２４時間以内、豚、めん羊及び山羊の枝肉にあっ
ては１２時間以内に枝肉の中心温度を５℃以下に冷却する
能力をいう。）を備えた冷却装置を有する施設であって、枝
肉又は部分肉の保存能力がおおむね１日当たりのと畜解体
処理許可頭数の３倍以上有するとともに、枝肉の懸吊装置
を備えていること。 
効率的に枝肉を部分肉に加工処理できる装置及び必要な

冷房装置を有し、加工後の部分肉等を冷蔵室等へ搬出入す
るのに効率的であること。 
原材料を効率的かつ衛生的にボイルするのに必要な能力

を有すること。 
発生、搬入する畜産副産物を効率的に処理し、又は内容

物等を脱水処理できること。 
製品を効率的かつ衛生的に包装するのに必要な適度の面

積及び設備を有すること。 
原材料及び製品の品質保持に必要な能力を有し、かつ、

適度の面積を有すること。 
 肉畜、食肉等を運搬する車両を容易に洗浄及び消毒する
のに必要な適度の面積及び設備を有すること。 
 枝肉等の処理加工室及び取引室から適当な距離を有し、
かつ、不浸透材料で築造又は被覆されていること。 
発生する汚水を水質汚濁防止法（昭和４５年法律第 

１３８号）第３条の規定に基づいて定められた排水基準以
下に処理する能力を有すること又は汚泥減容化等に係る施
設であること。 
 必要な給水施設であること。 
 効率的に電気を供給するのに必要な能力を有すること。 
特定危険部位、病畜の死体、汚物等を適切に処理する能

力を有すること。 
牛と豚の畜産残さを分別し、豚以外を含まない畜産残さ

を供給するのに必要な整備であること。 
 
肉畜を係留及びと畜場への誘導路に誘導するために必要

な装置であること。 
肉畜のと畜解体を効率的かつ衛生的に行う電殺器、スタ

ニングガン等のと畜器具、保定器、放血槽（水血分離器を
含む。）、湯槽、自動脱毛機、残毛処理台、内臓検査装置、
肢頭切断機、自動はく皮機、拡脚装置、電動鋸、油圧作業
台、枝肉洗浄装置、枝肉秤（記録計付）、内臓洗浄装置、内
臓蒸煮装置、血粉処理機、骨等処理機、内臓検査台、頭部
検査台、ミートトラック、モノレール装置、コンベア等の
装置を有すること。 
枝肉を部分肉に効率的かつ衛生的に処理するコンベア部

分肉処理台、自動包装器、計量器、モノレール装置、室内
冷房機等の装置を有すること。 
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補助対象施設等 設置基準 
エ 枝肉等冷蔵冷凍用機械器
具 

オ 内臓等処理装置 
 
 
 
 
 
 
 
カ 血液処理装置 

 
 
 
 
キ 獣骨処理装置 

 
 
ク 獣脂処理装置 

 
 
ケ 原皮処理装置 

 
コ 残さ処理機械器具 

 
 
 
サ 電源・電気設備 
 
シ ボイラ－ 

 
ス 発電機 

 
セ 電気刺激装置 
 
ソ 分別コンテナ 

 
タ 冷蔵保管コンテナ 
 
チ 公害防止装置 

 
 

枝肉、部分肉等を冷却冷蔵又は冷凍する装置、その制御
装置及び枝肉等の計量器等を有すること。 
内臓類の加工処理に必要な装置（切開機、洗浄機、はく

皮機、頭割機、脱毛機、脱水機、自動処理装置、ボイル装
置、冷却装置、製氷機、急速凍結機、解凍機、切断機、ス
ライサー、加工調理装置、包装機、自動計量表示装置、梱
包機、金属探知器、器材洗浄機、コンベア、シューター、
水槽、調理台等）であって、一体的に整備を図ることによ
り、効率的かつ衛生的な加工処理が実施されるものである
こと。 
採血装置及び血液分離装置を有するものであって、衛生

的な採血及び製品管理が実施されるものであること。 
なお、広域的に集血する場合にあっては、採血貯蔵、血

液分離、凍結、乾燥等のための施設及び装置が効率的に配
置されるものであること。 
骨エキス、骨ペースト等の製品化を図るための獣骨の高

度な加工処理に必要な装置であって、衛生的かつ効率的な
原材料及び製品の管理が実施されるものであること。 
獣脂の高度な加工処理に必要な装置であって、衛生的か

つ効率的な原材料及び製品の管理が実施されるものである
こと。 
原皮の皮下組織の除去、施塩等に必要な装置であって、

効率的な原皮処理が実施されるものであること。 
発生する残さを配合飼料用原料等に能率的に処理できる

装置であって、化製場等に関する法律（昭和２３年法律第
１４０号）第４条に規定する構造設備の基準に適合するも
のであること。 
効率的に電気を供給・制御可能な変圧器、制御盤、照明

器具等の装置を有すること。 
必要な量の温湯又は蒸気を発生させる能力を有するこ

と。 
発電能力が、停電時において必要とされる適度の電力容

量を有すること。 
と畜直後の枝肉の処理に当たって、食肉の軟化等の品質

向上に資するものであること。 
せき柱の適正な分別等を行うために必要なものであるこ

と。 
せき柱の適正な保管等を行うために必要なものであるこ

と。 
発生する悪臭を、悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号）

第４条の規定に基づいて定められた規制基準以下に処理す
る能力を有すること。 
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別表２ 

補助対象経費 補助率 
（１）工事費 

ア 建設工事費 
イ 製造請負工事費 
ウ 機械器具費 
エ 施設等解体撤去費 

別表１の補助対象施設等を整備するため、事業実施主
体が、経営移転をせず、当該敷地内にある既設の施設等を
解体する場合に限る。 

（２）実施設計費 
（３）工事雑費 
（４）その他理事長が特に必要と認める経費 

１／２以内 
（ただし、３億円を上限
とする。） 
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別紙様式第１号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

実施計画承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名           

 

令和  年度において、下記のとおり食肉処理高度化緊急特別対策事業を実施した

いので、食肉処理高度化緊急特別対策事業実施要綱の第６の１の（１）の規定に基づ

き申請します。 

 

記 
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１ 事業の目的 

 

２ 事業の概要 

事業実施主体名 施設の名称 施設の所在地 敷地面積 用地取得方法 
工事着工及び 

竣工予定年月日 
備考 

 

 

 

  ㎡    

注 用地の確保が使用収益権による場合は、用地取得方法欄に内容及びその期間を記載すること。 

 

３ 事業実施主体の概要 

事業実施主体名 所在地 資本構成・比率 事業内容 沿革 役員及び氏名 その他参考事項 

 

 

 

 （％）     

注 事業実施主体と運営主体が異なる場合は、運営主体の概要をこれに準じて作成すること。 
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４ 事業の内容及び経費 

既施設の概況 設置しようとする施設等の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設等ごとに

詳しく） 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱の別表１に定める補助対象施設等の種類を明らかにすること。 

 ２ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費

（製造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外欄に記載すること。 
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５ 施設の能力（１日当たり） 

区分 と畜解体頭数 
冷却冷蔵頭数等 部分肉加工頭数等 

汚水処理 
枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 スライス肉量 

 

 

牛 

頭 

 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

トン 

 

 

豚        

その他        

計（肥育豚換

算） 

       

注１ 増設の場合にあっては、既存施設の能力を上段に括弧書きすること。   

 ２ 区分欄の計の肥育豚換算は、実施要綱の第６の３の（２）の規定に準ずること。以下同じ。 
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６ 施設設置に伴う取扱計画 

区分 
年間処理

頭数 

冷却冷蔵頭数等 冷凍 

保管庫 

部分肉加工頭数等 輸送頭数等 

枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 ｽﾗｲｽ肉量 枝肉 部分肉量 

初年度 

（ 年度） 

 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

頭 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

２年度 

（ 年度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年度 

（ 年度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年度 

（ 年度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年度 

（ 年度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 
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７ 添付書類 

 （１）実施要綱の第３の１の連携計画（事業の効率性について数値等で示すこと。） 

（２）実施要綱の第６の１の（１）のアの都道府県知事との協議に基づく同意書 

（３）当該機械施設の設計図（平面図及び立体図）及び用地内における建物（施設別）等の配置図 

（４）（３）の設計図の作成が困難な機械施設にあっては、その構造、内容等が詳細に記されたパンフレット等 

（５）食肉衛生検査所等が事業実施主体に改善又は新設を指摘した文書 

（６）定款 

（７）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（８）「みどりチェック」チェックシート 

 注 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添

付を省略することができる。 
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別紙様式第２号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

実施計画変更承認申請書 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で承認のあった事業実施計

画について、下記の事由により変更したいので承認されたく、食肉処理高度化緊急特

別対策事業実施要綱の第６の１の（２）の規定に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 添付書類 

 

（注）別紙様式第１号の記の様式によるものとし、変更に係る部分については、変更

前を括弧書きで記載すること。 
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別紙様式第３号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

 令和  年度において、下記のとおり食肉処理高度化緊急特別対策事業を実施した

いので、食肉処理高度化緊急特別対策事業実施要綱の第８の１の規定に基づき補助金       

 円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

  



14 

 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業内容及び経費の配分 

既施設の概況 設置しようとする施設等の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 工事期間 

種類 
面積又は 

台数 

構造 

（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 

構造 

（能力） 

機構 

補助金 

県（都道

府）費 
その他 

着工及び 

竣工年月日 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設等ごと

に詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

（予定日） 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱の別表１に定める補助対象施設等の種類を明らかにすること。 

２ 当該年度分のみ記載のこと。 

 ３ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費

（製造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外欄に記載すること。 
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３ 収支予算 

（１）収入の部 

区分 今年度予算額 前年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

 

機構補助金 

県（都道府）補助金 

事業実施主体 

その他 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

計      

 

（２）支出の部 

今年度予算額 前年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

４ 事業実施期間 

 （１）事業着手年月日      年  月  日 

 （２）事業完了予定年月日    年  月  日 

 

５ 添付書類 

（１）設置しようとする施設の管理運営規程 

（２）当該機械施設の実施設計書又は個々の内容を記した見積書 
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別紙様式第４号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

補助金交付変更承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知のあ

った食肉処理高度化緊急特別対策事業の実施について、下記の事由により事業（内容

及び経費の配分）を変更したいので承認されたく、食肉処理高度化緊急特別対策事業

実施要綱の第８の２の規定に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

２ 添付書類 

   

（注）別紙様式第３号の記の様式によるものとし、変更に係る部分については、変更

前を括弧書きで記載すること。 
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別紙様式第５号 

 

令和 年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

遂行状況報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第   号で補助金交付決定通知のあっ

た食肉処理高度化緊急特別対策事業の実施について、食肉処理高度化緊急特別対策事

業実施要綱の第８の３の（１）の規定に基づき関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

区分 総事業費 

遂行状況 

備考 

令和 年12月31日

までに完了したもの 

令和 年１月以降に

実施するもの 

事業費 出来高 事業費 

事業完了

予定年月

日 

 円 円 ％ 円   

       

注１ 区分欄には、実施要綱の別表１に定める補助対象施設等の種類ごとに記載する

ものとし、補助対象外のものも含めて記載する。 

 ２ 事業費欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載する。 
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別紙様式第６号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

補助金概算払請求書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第   号で補助金交付決定通知のあっ

た食肉処理高度化緊急特別対策事業について、下記により金     円を概算払に

より交付されたく、食肉処理高度化緊急特別対策事業実施要綱の第８の４の（２）の

規定に基づき請求します。 

 

記 
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１ 概算払請求額 

 （  年  月  日現在） 

補助事業に 

要する経費 

うち機構 

補助金 

（Ａ） 

既受領額（Ｂ） 今回請求額（Ｃ） 残額（Ａ）-（Ｂ+Ｃ） 
事業完了 

予定年月日 
備考 

金額 出来高 金額 
月 日まで 

予定出来高 
金額 

月 日まで 

予定出来高 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 振込先金融機関名等 

○○銀行 ○○支店 ○○預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○ 
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別紙様式第７号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

実績報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和 年 月 日付け 農畜機第 号で補助金交付決定通知のあった食肉処

理高度化緊急特別対策事業について、下記のとおり実施したので、食肉処理高度

化緊急特別対策事業実施要綱の第８の５の規定に基づき実績を報告します。 

なお、併せて精算額     円の交付を請求します。 

 

 

記 
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１ 補助金交付決定 

令和 年 月 日 農畜機第   号 

 

２ 事業の目的 

 

 

３ 事業の内容及び経費の配分 

既施設の概況 設置しようとする施設等の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

㎡（台） 

 

（施設等ごとに

詳しく） 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱の別表１に定める補助対象施設等の種類を明らかにすること。 

 ２ 当該年度分のみ記載のこと。 

 ３ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製造請負

工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外欄に記載すること。 
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４ 収支精算 

（１） 収入の部 

区分 精算額 今年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

 

機構補助金 

県（都道府）補助金 

事業実施主体 

その他 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

計      

 

（２） 支出の部 

精算額 今年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

５ 事業完了年月日 

令和  年  月  日 

 

６ 振込先金融機関名等 

○○銀行 ○○支店 ○○預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○ 

 

７ 添付書類 

 （１）実施要綱の第３の１の連携計画の実施状況 

（２）設置した施設の管理運営規程 
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（３）当該施設の出来高設計書（設計を伴わない機械施設等の整備の場合は、当該機械施設等の請求書若しくは領収書及び設置が確認できる写真等） 

（４）別紙様式第７号の別紙竣工検査調書 

（５）事業の実施に当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく施行認可、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等に基づく確認又

は農地法（昭和２７年法律第２２９号）に基づく転用の許可等を必要としたときは、当該許認可等を得たことを証する書類（写し） 

（６）「みどりチェック」チェックシート 
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別紙様式第７号の別紙 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

竣工検査調書 

 

下記工事について竣工検査を完了しましたので報告します。 

 

令和  年  月  日 

 

（事業実施主体）             

検査員所属・職・氏名         

立会者所属・職・氏名         

 

                 記 

 

１ 工事名称 
 

 

２ 工事場所・施設 
 

 

３ 工期 
着工 令和  年  月  日～ 

竣工 令和  年  月  日 

４ 事業費 円（税込） 

５ 請負者の住所及び氏名 
 

 

６ 検査年月日 令和   年   月   日 

７ 検査所見 

 

 

 

８ 備考 
 

 

注：請負者からの完了届の写しを添付すること。 

 

上記のとおり事業が完了したことを確認しました。 

 

               令和  年  月  日 

（都道府県職員）             

所属・職・氏名            
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別紙様式第８号 

  

令和 年度食肉処理高度化緊急特別対策事業に係る 

仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知のあった

食肉処理高度化緊急特別対策事業補助金について、食肉処理高度化緊急特別対策事業

実施要綱の第８の６の（３）の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

（なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額    円を返還します。

（返還がある場合、記載すること）） 

 

記 

 

１ 補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定額（令和 年 月 日付け 農畜機

第  号による額の確定通知額） 

金       円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

金       円 
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注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添

付すること。 

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認でき

る資料も併せて提出すること） 

・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に

規定する特定収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、 

 その状況 

 

注：消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時

期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由 

 

注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添

付すること。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者

の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益

計算書等、売上高を確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費

税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に

規定する特定収入の割合を確認できる資料 
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別紙様式第９号 

 

令和  年度食肉処理高度化緊急特別対策事業 

運営状況報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年度に実施した食肉処理高度化緊急特別対策事業における令和 年度の

運営状況について、食肉処理高度化緊急特別対策事業実施要綱の第１０の規定に基づ

き下記のとおり報告します。 

 

記 
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１ 施設の利用状況 

区分 
と畜解体 

頭数 

冷却冷蔵頭数等 冷凍 

保管庫 

部分肉加工頭数等 輸送頭数等 

枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 ｽﾗｲｽ肉量 枝肉 部分肉量 

 

豚 

 

実績 

計画 

頭 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

牛 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（肥育豚換算） 

実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働日数          

 

２ 添付書類 

  実施要綱の第３の１の連携計画の実施状況（過年度の経過が分かるもの） 


